
第５次淡路市行政改革大綱
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★はじめに

今回の第５次行政改革大綱策定の目的は、阪神・淡路大震災から創造的復興を遂げた

本市が、 将来にわたって、市民の安全、安心な生活を確保し、市民生活の質の向上を

実現するために、持続可能な行財政基盤を確立することにあります。

合併以降、危機的な財政状況の中、職員の給与カット、職員数の大幅な削減、事務

事業の見直し、 保育所・小学校の再編、積極的な企業誘致による収入の創造などの行

財政改革を実施してきました。結果として、１６年連続の黒字経営、基金は４３億．円

から１３５億円に増加し、地方債残高は１， ０６０億円から．６０８億円に減少するな

ど、 これまでの行財政改革の取組が、一定の成果をもたらしました。

第５次行政改革大綱においても、持続可能な行財政運営のために、簡素で効率的な

行政運営を目指すことはもちろんですが、それに加えて、南海トラフ巨大地震への備

えと新型コロナウイルスへの対策が必要となった時代の転換期において、市民の安全

と安心を守る施策を今まで以上に実施していく必要があります。

このような状況の中、行財政改革は、現在の社会情勢に適した取組に改めるもので

あるため、市．民の痛みを伴うこともありますが、 共に分かち合いながら、市民が夢と

希望をもてる淡路市づくりに向け、取組を着実に進めていかなければなりません。 行
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．

財政改革の推進によって築かれた、強く安定した行財政基盤の確立により、「未来へつ

なぐ輝く淡路市」 として、さらに発展することが可能となります。
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１‐大綱の見直しについて

これまで一

　

２００６年 （平成１８年） ５月に「淡路市行政改革大綱」 を策定以降、

段階的に見直しを重ね、２０１９年（平成３「年）３月「第４次行政改革大綱」を策

定し、社会情勢や市民ニーズに的確に対応しながら、持続可能で身の丈に合った行財

政システムの構築を図ってきました。

また、２００．９年（平成２１年）３月には「淡路市新行財政改革推進方策」を策定

し、２０１８年（平成３０年）までの１０年間を計画期間と・した全１６９項目の改革

項目を掲げ、「職員の定員・給与の見直し」、「公の施設の見直し」、「事務事業の見直

し」、「自主財源の確保」など、市民、議会、．職員の理解を得て、改革に鋭意取り組み、

１０年間で約１６７億円の効果があったと試算しています。（目標効果額２１９億円、

達成率７６％）

市の財政状況では、継続的な行財政改革の実施により」２０２０年（令和２年）度

決算における実質収支は約２億円の黒字となり、財政健全化判・断比率については、実

質公債費比率が１４．９％（※平成１９年度２４．０％）、将来負担比率が１４０．９％

（※平成１９年度３７１． ○．％） と着実に改善しています。

しかし．、危機的状況を脱したとはいえ、他の地方自治体と比較すると、依然として

高い水準となっています。また、今後は、新型コロナウイルス感染症対策経費及び公

共施設の老朽化対策経費の増加、合併優遇加算の失効に伴う普通交付税の減額、南海
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◆

トラフ巨大地震等の災害への備えなどの多くの課題に対応していく．ためにも、引き続

き、行政改革を実施していく指針となる行政改革大綱を見直し、持続可能な行財政基

盤を確立する必要があります。

　　　　　　　　　

※平成１９年度の財政健全化数値がワースト
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□

　

策定の趣旨

１ 計画期間

　

・この大綱の計画期間は、
．「第２次淡路市総合計画後期基本計画」の計画終了期間に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

合わせ、 ２０２２年（令和４年）度から２０２６年 （令和８年） 度までとします。

、
２ 基本方針
‐

　

これまでの 「淡路市行政改革大綱」や「淡路市新行財政改革推進方策」 等を踏ま

　

え、引き続き、改革に取り組むこととし 特に進捗がみられない項目は、重点取組

　

事項と位置付けて、行財政改革を推進します。 限られた行政資源 （人、物、財源）

　

を最大限に活用し、必要性の高い施策奪事業へ資源を優先的に配分するなど、「選択

　

と集中」 により、最適配分に努め、複雑多様化・高度化する市民ニーズへの対応、

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　

．

　

ポストコロナ社会を見据えた将来への希望を持てるまち．づくりにつながる施策を

　

展開していきます一

　

，

　　

また、市民をはじめとする多様な担い手との協働により、積極的に民間活力の導

　

入を推進し、役割分担しながら行政課題の解決を図るなど、従来の行政の在り方を

． 見直し、持続可能な行政システムへの転換を図ります。

３

　

今後の財政見通し

　

２００７年（平成１９年）度には、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平

成１９年法律第９４号）」に基づく将来負担比率が、早期健全化基準の３５０％を上

， 回る３７１・％となり、そのままでは、市の自己決定権が制限される早期健全化団体

に陥るおそれがあったことから、これまでの市政の継続性と安定性を確保しつつ、

市民と共に痛みを分かち合いながら、 行財政改革に積極的に取り組んだ結果、徐々

に同基準は改善し、 ２０２０年 （令和２年） 度決算では１４０． ９％となり、 財政

運営に一定の道筋を立てることができました。

　

・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ぜい

　

・

　　　　　　　　

，

　　　　　　

・

　　

しかし、税収などの自主財源が乏しい脆弱な財政体質で、歳入の大半は、国、 県

　

等の財源に頼っている状況の中で、今後も地方財政対策における制度改正によって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

は、 直接的に大きな影響を受ける懸念があります。．また、 ２０２１年 （令和３年）

度から、普通交付税の合併優遇加算が完全に失効．し、 この影響額は、 臨時財政対策

－３‐



債を含め年間約１１億円と試算しており、引き続き、自主財源の確保と徹底した歳

出抑制に努める必要があります。加えてへ 合併後、本市の一体性の確立と地域の均

衡ある発．展の財源として活用してきた合併特例事業債の発行が２０２５年 （令和７

年） 度までとなっており、新たな財源の確保が大きな課題となっています。

４ 公 表

　

本大綱の実施計画である「第．２次淡路市新行財政改革推進方策」の進捗状況は、

市のホームページ等を通じて、 市民等に公表します。

ｍ

　

重点取組事項

【組織力・職員能力の向上】

① 職員の意識改革と人材育成

． 職員一人一人の更なるコスト意識の醸成を図り、 限られた人員で複雑・多様化

する行政課題に迅速かつ適切に対応していくために、より・一層、職員の能力の開

発に向けた職場研修、派遣研修等の充実を図り、市民とふれあい、コミュニケ－

ションができる人材育成に努めます。

．．

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

◆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　

．

・

　

働き方改革の実現に向け、 男女ともに仕事と子育てや介護、 地域活動などの生

活との調和 （ワークライフバランス） を更に推進し、 時間外勤務の削減、各種休

暇の取得充実など、心身ともに健康で、，職員がいきいきと能力を発揮できる職場

環境の整備に努めます。

② 職員配置の最適化と機能的な組織の構築

　

「淡路市定員適正化計画」 に基づき、引き続き、適正な定員管理に取り組みな

がら人材を確保するとともに、 人事評価制度により、職員の能力等を適正に評価

し、 人事配置に反映します。

　

時代の変化に相応する組織機構の再編に取り組み、市民から信頼され、信頼に

応える組織風土を確立します。

　

ポストコロナ時代の行政の在り方として、行政手続等にお，ける書面主義、押印

主義、 対面主義を見直し、 行政手続・サービスのデジタル化を進め、 テレワーク

やオンライン会議の積極活用など・市役所のワークスタイルの変革に努めます。

‐４‐



【効率的な行政運営による歳出の削減】

① 事務事業の見直し、効率化の推進

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

・

　

事務事業については、職員数が減少している状況にもかかわ．らず、増え続け

　

ている状況であり、各事業の成果、 必要性、妥当性等の評価を継続的に行いま

　

す。 また、緊急性の高い事業を優先的に選択し、選択と集中により、市民ニー

　

ズに応える施策の展開を図ります。

　

マイナンバー制度の周知及び普及促進を図り、より便利で利用者負担の少ない

行政サービスを提供するとともに、 更なるペーパーレス化の導入を検討するなど、

事務処理の効率化や経費の削減を推進します。

② 民間活力の活用

　　

行政の担うべき役割を明確に整理し、民間にできることは民間に委ねていくと

　

いう視点から、行政サービスの民間委託や指定管理者制度など、積極的に民間活

　

力を導入し、コスト削減や効率的な業務運営に取り組みます。

③ 公の施設の適正配置

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

・

　

現有する公共施設を将来にわたって、全てを維持管理することは困難であるこ

　

とから、「淡路市公共施設等総合管理計画［２０１６年（平成２８年）策定］」を２０

　

２１年‐（令和３年） 度中に見直し、
．施設の統廃合等により、人口の減少や財政規

　

模に見合った施設管理数とするため、拠点施設の充実を図りながら、その削減に

努めます。

　

市有．の集会所は、大半の利用は町内会等が行っている現状を踏まえ、町内会へ

無償譲渡するよ．うに努めますｄ

　

市営住宅の管理戸数 （１， ６６１戸） は、 阪神賞淡路大震災の復興住宅の影響

，もあり、島内２市と比較してもかなり多く、今後、施設維持に対する費用の増加

や、 老朽化等による空き部屋の増加などで使用料収入の減少も予想されるため、

市営住宅の統廃合を進めます。

　

公の施設において、敷地が借地となっているところが島内２市と比較しても多

い状況と．なってお．り、後年度の費用負担が大きいため、施設の統廃合を行う際は、

借地の解消に努めます。また、借地料については、 多くの契約内容が当初から十

分な見直しが行われていないため・ 適正な金額であるか否かを含め、見直しを進

め ま す。

　　　　

・

　　　

，

－５－



　

市が出資している㈱キャトルセゾン松帆、㈱淡路観光開発公社、㈱ほくだん、
㈱淡路島パルシェの第三セクターについては、当初の設立目的や事業の内容を整

理した後、 外部専門家等を活用して、今後の経営状況の推測から抜本的な経営改

善が必要と判断された場合には、 統廃合、 民間譲渡を含め検討します。

【健全な財政基盤の確立に向けた歳入の確保】

① 財源の確保

　

新型コロナウイルス感染症の流行により、国全体で経済活動の停滞や、移動の

制限等が余儀なくされる中で、 市民税を中心に市税の減収が見込まれています。
よって、 以前にも増して、徴収率の向上が求められる中で、納税者らの公正・公

平性の原則を踏まえ、滞納管理システム等を有効に活用し、納期限内の納付推進

と現年度分の徴収強化、預金等財産調査など滞納整理の徹底と強化を図り、安定

的な財源確保に努めます。．また、 ふるさと納税の取組を強化し、 自主的な財源確

保に努めます。

　

使用料等については、受益者負担等の公平性を確保するため、 市税部局と連携

しながら、 悪質滞納者に対して法的手続を取るなど厳正に対応し、収入未済額の

縮減に取り組みます。また、学校給食費の公会計化を推進し、徴収管理業務の効

率化に取り組みます。

② 下水道の加入促進と使用料の改定

　

下水道の加入促進については、 加入時の受益者負担金等の経済的負担により、
低所得世帯の加入が進みにくい一面はありますが、 広く市民に対し、下水道の必

要性について十分に理解を求め、 より一層の加入推進に努めます。
また、下水道事業の財政は、厳．しい状況にあり、今後、受益者負担の原則を踏ま

え、下水道使用料を改定します。

【市民等との協働による魅力あるまちづくりの推進】

① 協働のまちづくりの推進

効果的な行財政改革を推進するには、市民と行政との双方向的コミュニケーシ

ョンが不可欠であり、市民との対話を通して市民のニーズを把握すること、それ

に対する効果的な政策・事業を展開するとともに、その取組を丁寧に説明するこ

とで、 市民の理解を得るように引き続き努めます。

　

様々な市民ニーズや課題などに、効果的かつ効率的に対応するために、自助・

助．公助による適切な役割分担の下、 市民、
．企業、大学等との連携を強化し、共
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に協力して協働によるまちづくりを推進します。

② 魅力あるまちづくりの推進

　　

「いつかきっと帰りたくなる街づくり」※施策を推進し、 市民が自然豊かな食

材や時間的な豊かさ、阪神間に近いといった交通の利便性など「愛着あるところ」

を再認識しつつ、明るく元気に、安全、 安心に暮らせる淡路市の 「いいところ」

を、 広報紙、 ホームページ、 ＳＮＳ （ソーシャル・ネッ トワ｝キング・サービス）

等を活用するなど情報発信力を強化します。

※基本理念

　

①住んでいる人たちが、安全安心で快適に生活ができ、住み続けたくなる街づくり

②島外で頑張っている人たちが、 いつか帰ってきて住みたくなる街づくり

③訪れた人たちが、 住んでみたくなる街づくり

・． 企業誘致活動や定住促進施策等に積極的に取り組み、地域活性化による地域経

済の好循環社会の構築と定住人口の増加を図ることで、魅力あるまちづくりを推

進します。

【各分野におけるこれまでの主要な成果】

① 組織、定員及び給与の見直し

　　　　　　

．

　

出張所機能の縮小、本庁業務の集約、 出前市役所の設置など、組織体制を見直

すとともに、「定員適正化計画」 に基づき、正規職員数の削減を実施し、給与の見

直しも行いました。一方で、行政サービスの低下を抑制するため、 必要に応じ臨

時職員等を配置するなど、 行政サービスの充実に努めています。

【職員数及び人件費】
区

　

分・ ２０１７

（平成２９）

２０１８

（平成３０）

２０「９．

（令和元）

２０２０

（令和２）

　

増 減 ・

２０１１７一２０２０

正規職員

　

計画人数

　

実績人数

．・ 人件費

　　　　

．

　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・

　　　

・

計画人数 ４２６ ４２０ ４１３ ４１３ ．

　　　

▲ １３

実績人数 ４１９． ・ ４１７ ， ４０４ ４「Ｉ ▲

　

８

・ 人件費 ２，５６５ ２，５４４ ２，４２６ ２，４
ｒ７４ ▲ ９１

臨時職員等（令和２年度から会計年度任用職員）

　

実績人数

　　　　

４２９

　　　　

４２３ ４４３

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

， 人件費

　　　

． ９０７

　　　　

９０２

　

．， ９１７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

実績人数 ４２９ ４２３ ４４３ ５０２ ． ７３

人件費 ． ９０７ ９０２ ．，

　

９１７１ １，「
ｒ７７ ２７０

（単位：人、百万円）

② 地方債残高の縮減

　　

次世代に過度な負担を残さないように、地方債の借入れの必要性や効果の高い

‐７‐



事業に厳選するとともに、．繰上償還を実施することにより、 地方債残高は縮減し

ています。

【地方債残高の推移】

区

　

分 ２０１７

（平成２９）

２０１８

（平成３０）

２０１９

（令和元）．

２０２０

（令和２）

　

増 減

２０１７一２０２０

一般会計

　

． ４３９ ４「０ ３９９ ３８５ ▲５４

， 特別会計 ２４８ ２４２ ．

　　

２３２ ２２３． ▲２５

合 計 ６８７ ６５２ ６３１ ，

　

６０８ ▲１７９

（単位：億円）

③ 公の施設の見直し

■市が管理している施設（約３７０施設）を対象に指定管理者制度の導入を検討

　　

２０２１年 （令和３年） ４月現在で、 ６０施設に導入 （集会所、 福祉施設、

　

産業振興施設、文化ホール等の社会教育施設、 プール等の体育施設）

■保育所、 小・中学校の再編に伴う各施設の活用

・

　

旧北淡東中学校（山本光学㈱）、旧野島小学校 （㈱パンナグループ）、旧仁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

井保育所 （淡路市社会福祉協議会）、旧野島保育所（兵庫県社会福祉事業団）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・．

　　　　　

・

　

旧佐野小学校 （㈱さの小） を無償譲渡

　

・

　

旧仁井小学校 （日本グローバルアカデミー）、 旧尾崎小学校 （㈱バルニバー

　

．ビ） を有償譲渡

　

．

　

・

　

旧江井保育所（アーク不動産㈱）を有償賞与． ，

■その他の公共施設－
・

　

特別養護老人ホーム東浦カーネーソョンホームを聖隷福祉事業団へ無償譲渡

④．事務事業の見直し

． 事業仕分け、事務事業の総点検の実施・

・ 各種団体補助金の見直し（町内会活動助成、社会福祉協議会、商工会、体育

協会、．文化協会等）．

⑤ 公営企業の見直し

輔

　

下水道料金について、 ２０「０年 （平成２２年） ４月に改正し、 ２０話当た

り約１１． ８％の値上げを実施

‐８‐


